
単品スライド条項の運用について 

 

平成２０年８月１日 

 

甲州市発注の建設工事において、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、甲州市工事請負

契約約款第２５条第５項（単品スライド条項）に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことができ

るよう、本条項の当面の運用ルールを定め、平成２０年８月８日付けで本条項を運用するこことし

ましたのでお知らせします。 

 

 

１ 単品スライドについて  

 

 「単品スライド」とは、市の工事請負契約約款に基づき「特別な要因により工期内に主要な工事

材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負

代金額の変更を請求できる措置をいいます。  

 

２ 条項適用の対象とする資材及び適用日 

 

対象資材：「鋼材類」及び「燃料油」とします。 

適用日：平成２０年８月８日(以下、「適用日」という。) 

 

３ 対象となる工事 

 

適用日以降に工期の末日を迎える工事、及び適用日以降に新たに契約を締結する工事 

 

４ 請負代金額の変更の考え方 

 

（１） 鋼材類及び燃料油のそれぞれについて、価格上昇による増額分が対象工事費（注）の 

１％を超えたものを請負代金額の変更対象とします。 

（２） 変更対象資材について、その増額分のうち、対象工事費（注）の１％を超える額を発注者 

   が負担します。 

（注）対象工事費とは請負代金額の総価であるが、部分払いを行った場合は出来形部分等 

   に相応する請負代金額を控除した額です。 

（３） スライド額の算定  

スライド額＝【鋼材類】｛搬入月の実勢価格－設計時点での実勢価格｝×対象数量×

落札率×105/100＋【燃料油】｛購入月の実勢価格－設計時点での実勢

価格｝×対象数量×落札率×105/100－スライド前の請負代金額の１％

相当額 

 

(注） 鋼材類、燃料油それぞれ個別に変動額を算定し、請負代金額の１％を超える資材の 

みがスライド額の計算対象となります。 



(注) 受注者が実際に購入した際の鋼材類の購入代金合計、燃料油の購入代金合計の方 

が搬入、購入月の設計単価で算定した額よりも低い場合は、実際の購入代金を用いて 

計算します。 

 

５ 変更請求の時期 

 

工期の末日の２か月前までに請負代金額の変更請求を行う必要があります。 

 

６ 証明書類の提出（必須） 

 

実際に購入した対象材料の価格（数量及び単価）、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類

を必ず提出してください。 

 

７ 請負代金の変更手続きの流れ(予定) 

 

 請負代金額変更は、工期末に変更契約を行いますが、その際の手続きは以下のとおりです。 

１ 単品スライド条項適用による請負代金額変更請求書を発注者に提出（工事完成期日の 

2 ヶ月前までに提出)    

２ 発注者が請負者から提出された証明資料等により、適用日以降の請負代金額変更額を 

算出 

３ 単品スライド条項適用による請負代金額変更がある場合は、請負者に通知 

４ 変更契約締結 

 

 

※ 参考資料  

国土交通省関東地方整備局（技術情報）  

  リンク先の主な掲載資料 

    ・工事請負契約書第 25 条第 5 項（単品スライド条項）の運用について 

    ・工事請負契約書第 25 条第 5 項（単品スライド条項）の運用マニュアル（暫定版） 

 

 

【このページの内容についてのお問い合わせ先】  

 

  総務企画部 管財課 契約担当 電話：0553-32-5060 Fax：0553-32-1818 

 ※上記のほか各発注担当課にお問い合わせいただいても結構です。  



      

 

対象外 


